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（
鉄
道
抵
当
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

鉄
道
抵
当
法
施
行
規
則
（
明
治
三
十
八
年
逓
信
省
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
運
輸
大
臣
」
及
び
「
監
督
官
庁
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
、「
運
輸
省
」
を
「
国
土
交
通
省
」
に
改
め

る
。第

十
七
条
ノ
四
及
び
第
十
八
条
ノ
二
第
三
項
中
「
又
ハ
管
轄
登
記
所
及
運
輸
大
臣
」
を
削
る
。

別
記
第
一
号
様
式
、
別
記
第
四
号
様
式
及
び
別
記
第
六
号
様
式
中
「
運
輸
省
」
を
「
国
土
交
通
省
」
に
改
め
る
。

（
軌
道
抵
当
取
扱
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

軌
道
抵
当
取
扱
規
則
（
明
治
四
十
二
年
閣
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
運
輸
大
臣
及
建
設
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
、「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」に
改
め
る
。

（
軌
道
運
輸
規
程
の
一
部
改
正
）

第
四
条

軌
道
運
輸
規
程
（
大
正
十
二
年
鉄
道
省
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
中
「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
改
め
る
。

（
船
員
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

船
員
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
命
令
の
」
を
「
国
土
交
通
省
令
の
」
に
、「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
、「
命
令
で
」
を
「
国

土
交
通
省
令
で
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
中
「
地
方
運
輸
局
又
は
海
運
監
理
部
の
」
を
削
り
、「
行
政
官
庁
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
改
め
る
。

第
五
十
四
条
中
「
運
輸
省
監
修
」
を
「
国
土
交
通
省
監
修
」
に
改
め
る
。

第
六
十
七
条
中
「
地
方
運
輸
局
又
は
海
運
監
理
部
の
」
を
削
る
。

第
七
十
八
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
海
難
審
判
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

海
難
審
判
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
運
輸
省
令
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
八
条
中
「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
改
め
る
。

（
海
難
審
判
庁
事
務
章
程
の
一
部
改
正
）

第
七
条

海
難
審
判
庁
事
務
章
程
（
昭
和
二
十
三
年
運
輸
省
令
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
、「
運
輸
省
令
」
を
「
国
土
交
通
省
令
」
に
改
め
る
。

（
港
則
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

港
則
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
運
輸
省
令
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
命
令
」
を
「
国
土
交
通
省
令
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
の
三
中
「
海
上
保
安
庁
組
織
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）
第
二
十
一
条
」
を
「
海

上
保
安
庁
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
四
号
）
第
百
十
八
条
」
に
、「
海
上
保
安
署
（
同
令
第
二
十
二

条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
海
上
保
安
署
に
限
る
。）」
を
「
同
令
第
百
二
十
条
に
規
定
す
る
海
上
保
安
署
」
に
改
め

る
。

（
船
員
職
業
安
定
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条

船
員
職
業
安
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
運
輸
省
令
第
三
十
二
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
、「
命
令
の
」
を
「
国
土
交
通
省
令
の
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
地
方
運
輸
局
等
海
運
支
局
組
織
規
程
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
五
十
号
）
別
表
第
三
」

を
「
地
方
運
輸
局
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
二
十
三
号
）
別
表
第
五
」に
改
め
、「
地
方
運
輸
局
の
」

を
削
り
、「
沖
縄
開
発
庁
設
置
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
」
を
「
内
閣
府
設
置
法
（
平

成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
七
条
第
一
項
」
に
、「
運
輸
省
組
織
令（
昭
和
五
十
九
年
政
令
第
百
七
十
五
号
）

第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
海
事
に
関
す
る
事
務
」
を
「
国
土
交
通
省
組
織
令（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）

第
二
百
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
務
」
に
改
め
る
。

（
通
訳
案
内
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
条

通
訳
案
内
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
運
輸
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
、「
運
輸
省
令
」
を
「
国
土
交
通
省
令
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
中
「7¶

300円

」
を
「7¶

700円

」
に
、「運

輸
大
臣

」
を
「国

土
交
通
大
臣

」
に
、「
運
輸
大
臣
」
を「
国

土
交
通
大
臣
」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
及
び
第
二
号
の
二
様
式
中
「運

輸
大
臣

」
を
「国

土
交
通
大
臣

」
に
改
め
る
。

（
水
先
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

水
先
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
運

輸

省

令

経
済
安
定
本
部
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
、「
省
令
で
」
を
「
国
土
交
通
省
令
で
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
海
難
審
判
理
事
官
」
を
「
海
難
審
判
庁
理
事
官
及
び
海
難
審
判
庁
副
理
事
官
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
の
表
中
「
命
令
」
を
「
国
土
交
通
省
令
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
地
方
運
輸
局
（
海
運
監
理
部
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）の
長
」
を
「
地
方
運
輸
局
長

（
海
運
管
理
部
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
三
項
第
一
号
中
「
海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）」を
「
海
上
運
送
法
」
に

改
め
る
。

第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
中
「
地
方
運
輸
局
の
長
」
を
「
地
方
運
輸
局
長
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
の
四
第
一
項
中
「
水
先
法
施
行
令
第
四
条
に
定
め
る
審
議
会
」
を
「
交
通
政
策
審
議
会
」に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
の
七
第
一
項
中
「
同
条
第
三
項
中
」
を
「
同
項
中
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
免
許
」
を

「
同
項
の
免
許
」
に
改
め
る
。

（
権
限
の
委
任
）

第
七
十
八
条
の
三
の
二

こ
の
省
令
で
地
方
運
輸
局
長
が
法
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
定

め
て
い
る
場
合
は
、
法
第
百
二
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
が
当
該
地
方
運

輸
局
長
に
委
任
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

前
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
運
輸
局
長
に
委
任
さ
れ
た
権
限
の
ほ
か
、
法
第
百
十
七
条
の
二
第
三
項
（
法
第
百
十

七
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
証
印
の
拒
否
及
び
法
第
百
十
七
条
の
二
第

四
項
（
法
第
百
十
七
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
証
印
の
抹
消
は
、
地
方

運
輸
局
長
に
行
わ
せ
る
。

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
運
輸
局
長
に
委
任
さ
れ
た
権
限
の
ほ
か
、
法
第
九
十
九
条
各
項
の
規
定
に
よ
る
就

業
規
則
の
変
更
命
令
、
法
第
百
一
条
各
項
の
規
定
に
よ
る
監
督
命
令
、
法
第
百
二
条
の
規
定
に
よ
る
あ
つ
せ
ん
、

法
第
百
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
船
員
労
働
委
員
会
へ
の
諮
問
及
び
法
第
百
二
十
条
の
二
各
項
の
規
定
に
よ
る

外
国
船
舶
の
監
督
は
、
地
方
運
輸
局
長
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
省
令
で
海
運
支
局
長
も
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
地
方
運
輸
局
長
に
委
任
さ
れ
た
権
限
を
行
う
こ
と
を
定

め
て
い
る
場
合
は
、
法
第
百
二
十
一
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
地
方
運
輸
局
長
の
権
限
が
当
該
海
運
支

局
長
に
委
任
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

前
項
の
規
定
に
よ
り
海
運
支
局
長
に
委
任
さ
れ
た
権
限
の
ほ
か
、
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限
は
、
海
運
支
局
長

も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
十
八
条
の
四
中
「
当
該
地
方
運
輸
局
又
は
海
運
監
理
部
の
」
を
削
る
。

附
則
第
八
十
七
条
中
「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
改
め
る
。

第
八
号
表
及
び
第
九
号
表
中
「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
改
め
る
。

第
十
六
号
書
式
第
一
表
中
「M

in
istry

o
f

T
ra

n
sp

o
rta

tio
n

」
を「

M
in

istry
o
f

L
a
n
d
,

In
fra

stru
c
tu

re

a
n
d

T
ra

n
sp

o
rt」

に
改
め
、
同
書
式
船
員
手
帳
受
有
者
の
心
得
９
中
「地

方
運
輸
局
又
は
海
運
監
理
部
の

」
を
削

る
。第

十
七
号
書
式
中
「運

輸
大
臣

」
を
「国

土
交
通
大
臣

」
に
改
め
る
。

第
十
八
号
書
式
中
「運

輸
省

」
を
「国

土
交
通
省

」
に
、「M

in
istry

o
f

T
ra

n
sp

o
rt

」
を
「M

in
istry

o
f

L
a
n
d
,
In

fra
stru

c
tu

re
a
n
d

T
ra

n
sp

o
rt

」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
号
の
二
書
式
及
び
第
二
十
二
号
の
四
書
式
中
「M

IN
IS

T
R

Y
O

F
T

R
A

N
S
P

O
R

T

」
を

「M
IN

IS
T

R
Y

O
F

L
A

N
D

,
IN

F
R

A
S
T

R
U

C
T

U
R

E
A

N
D

T
R

A
N

S
P

O
R

T

」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
号
書
式
中
「M

in
istry

o
f

T
ra

n
sp

o
rt

」
を
「M

in
istry

o
f

L
a
n
d
,

In
fra

stru
c
tu

re
a
n
d

T
ra

n
s-

p
o
rt

」
に
改
め
る
。
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